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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

第2章　　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　１　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり

　重点目標　　⑴　男女共同参画についての理解の促進と意識啓発

【現状と課題】

　男女共同参画社会の実現には、全ての人がその必要性を正しく理解し、一人一人へ広く浸透す

ることが不可欠です。

　市民意識調査の男女共同参画に関する名称等の認知度や理解状況の回答で、「言葉も内容も知っ

ている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計が、「男女共同参画社会」、「ＤＶ7」、「ジェン

ダー 1」、「ワーク・ライフ・バランス6」の４項目では50％を超えましたが、「男女共同参画都市

宣言」や「男女共同参画基本条例」、「男女共同参画推進センター」、「女性相談窓口」などについ

ては20％にも及ばず、市が掲げる理念や取り組む制度、施設などへの認知度は大変低いという結

果となっています。

【施策の方向】

　男女共同参画に関する言葉と内容の理解と認識が深まるよう、基礎知識部分の広報・啓発活動

を継続的に行い、男女共同参画社会の理念の浸透と意識の向上を図ります。

　①　広報などを通じた継続的な意識啓発活動の推進

　　＜取組例＞

　男女共同参画コーナーでの情報提供やセンター発行の情報紙、広報上越、市ホームページ

等の活用による啓発【男女共同参画推進センター】、男女共同参画関係図書等の閲覧スペー

スの設置【人事課】　など

　②　男女共同参画の基本的知識の周知啓発の推進

　　＜取組例＞

　施策の方向に沿った各講座の開催【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

男女共同参画社会の認知度 市民意識調査 46.1％ 51.7％ 55.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　男女共同参画に関する言葉等の認知度　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

＜調査等の結果＞

　○「男女共同参画社会」の認知度・理解状況

　　▼市民意識調査…………51.7％

　　▼事業所アンケート……63.9％（「男女共同参画社会基本法」の認知度・理解度を問う設問）

　認知度・理解状況を「言葉も内容も知っている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計

で判定した場合どちらも半数を超えているものの、市民意識調査での男女共同参画に関する理

念（男女共同参画都市宣言）や制度、施設など（法律や条例、センター等）への認知度につい

ては大変低い結果となりました。

0 20 40 60 80 100

市の各種審議会等へのクオータ制12導入（市）

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する女性の健康・権利）10

ハッピー・パートナー企業（県）9

アンペイドワーク（無償労働）

アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）3

上越市男女共同参画サポーター（市）13

上越市男女共同参画基本条例（市）

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

上越市男女共同参画基本計画（市）

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（国）

上越市男女共同参画推進センター情報紙『ウィズじょうえつ』（市）

上越市男女共同参画推進センター（市）

女性差別撤廃条約（国連）

女性活躍推進法…女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（国）

上越市男女共同参画都市宣言（市）

上越市女性相談窓口（市）

男女共同参画社会基本法（国）

ダイバーシティ（多様性）

ＤＶ7防止法…配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（国）

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）4

男女雇用機会均等法（国）

性的マイノリティ（ＬＧＢＴなど）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）6

男女共同参画社会

ジェンダー（社会的性別）1

ＤＶ…ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー等からの暴力）7

凡　例：

(％)

無回答 言葉のみ
知っている

言葉も内容も
知らない

言葉と一部の
内容を知っている

言葉も内容も
知っている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.0　　　　　　  7.6　　5.7　2.7

 　　　　　　　　　　　　36.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24.2　　　　　　　　　8.9　　　　　　17.2　　　　　　　　13.0

　　　　　　　　24.1　　　　　　　　　　　　　　　　27.6　　　　　　　　　7.9　　　　　　　　　　 27.7　　　　　　　　　　　12.7

　　　　　　　　　　28.9　　　　　　　　　　　　　　　22.3　　　　　　　　9.2　　　　　　　17.7　　　　　　　　　　　21.9

　　　　　　　　　26.4　　　　　　　　　　　　　　　23.1　　　　　　　　9.5　　　　　　　　20.7　　　　　　　　　　　 20.3

　　　　　　 18.5　　　　　　　　　　　　　26.4　　　　　　　　　 8.9　　　　　　　　　26.7　　　　　　　　　　　　　　19.4

　　　　　　　 22.2　　　　　　　　　　　　19.2　　　　　　　9.3　　　　　　16.6　　　　　　　　　　　　　　32.8

　　　　11.9　　　　　　　　　　24.4　　　　　　　　  9.3　　　　　　　　　　　　　33.3　　　　　　　　　　　　　　　　21.1

　　　　　 15.0　　　　　　　14.1　　　　　9.3　　　　　　　　　23.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38.5

      6.9　　　10.4　　　 10.2　　　　　　　　　　　29.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43.1

     6.2　　　10.9　　　　9.2　　　　　　　　　　　30.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43.4

    4.7　　 10.8　　　　9.5　　　　　　　　　　　29.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46.0

    4.3　　 11.1　　　　9.3　　　　　　　　　 25.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.1

    4.3　　11.0　　　　 9.1　　　　　　　　　　　28.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47.3

    5.3　　7.1　　　 9.5　　　　　　　　　　　30.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48.1

   3.8　 7.9　　　 9.3　　　　　　　　　　26.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52.8

  3.0　 7.1　　　 9.5　　　　　　　　　22.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57.8

  3.1　 6.9　　　 9.3　　　　　　　　　　　28.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.8

   3.9　6.0　　　10.2　　　　　　16.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63.9

  3.4　 6.5　　　9.1　　　　　　　　　　　28.8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52.3

  3.2　5.3　　　9.7　　　　　　　　　25.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56.7

  3.6　3.9　　9.8　　　6.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76.2

  3.1　3.4　　9.6　　　7.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 76.8

  2.8　2.2　9.3　　　11.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74.6

　2.3　2.3　9.7　 4.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80.7

1.9　2.1　9.6　　　6.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79.7
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　１　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり

　重点目標　　⑵　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し

【現状と課題】

　男女共同参画社会の実現を阻害する要因の一つと考えられる、長い年月の間に生活に根付いた

性別による固定的役割分担意識は、これまでの教育や社会情勢の変化により徐々に緩和されてき

てはいるものの、依然として社会生活の中に根強く残っているのが現状です。また、価値観や働

き方など様々な場面で多様化が進んでいる中で、無意識の思い込みや偏見（アンコンシャス・バ

イアス）3による性別を理由とする様々な固定観念なども男女共同参画社会の実現を難しくして

います。

　職場での女性の地位や就労環境は、平成28年４月に全面施行された女性活躍推進法などを始め

とする法整備により改善されつつありますが、市民意識調査の結果では職場の分野を始め、家庭

生活、政治、社会通念・習慣・しきたりなどでの平等感については、「男性の方が優遇されている」

との回答が多い状況にあります。

【施策の方向】

　全ての人たちが男女共同参画社会の実現への進展を実感できるようにするため、家庭内や職場、

地域など身近な環境で性別にかかわりなく平等になるよう取り組みます。

　①　出前講座など地域への積極的な啓発活動の実施

　＜取組例＞

　地域人権懇談会の開催【人権・同和対策室】、地域における男女共同参画の啓発や人材情報

の提供、出前講座の開催【男女共同参画推進センター】、保護者への啓発・連携方法の工夫、

教育関係者への意識啓発【学校教育課】、人権を考える講話会の開催【社会教育課】　など

　②　あらゆる分野における性別による固定的役割分担意識2の解消への周知啓発活動の実施

　＜取組例＞

　消防団の活動に対する男女共同参画の意識啓発【危機管理課】、性別による固定的役割分担

意識2の解消に向けた講座の開催【男女共同参画推進センター】

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

 「社会通念・習慣・しきたりなど」で男
女が平等と感じる人の割合

市民意識調査 10.1％ 10.5％ 15.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　社会通念・習慣・しきたりなどの男女の地位の平等感　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

　ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性が就くことの妨げとなっている主な原因

　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

＜調査等の結果＞

　○社会通念・習慣・しきたりなどの男女の地位の平等感

　　▼市民意識調査…………10.5％（全体）

　○ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性が就くことの妨げとなっている主な原因

　　▼市民意識調査

　　・男性が会長・副会長などとなるのが社会慣行だから

　　　　　　　　　…………40.7％（男性38.4％、女性43.6％）

　市民意識調査で「ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性が就くことの妨げとなっ

ている主な原因」を聞いたところ、「男性が会長・副会長などとなるのが社会慣行だから」を

挙げる人が男性は38.4％、女性は43.6％に上り、性別により役割分担を固定する意識が根強く

残っていることが伺えます。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

女性

男性

全体

凡例：

無回答わからない女性の方が非常に
優遇されている

どちらかといえば
女性の方が

優遇されている

平等になっているどちらかといえば
男性の方が

優遇されている

男性の方が非常に
優遇されている

48.626.3
0.5

9.5 3.311.8

54.517.0
3.6

11.5 5.28.2

50.921.6
1.9

0.0

0.0

0.0
10.5 5.110.0

(％)
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女性男性

男性が会長 ・副会長などでは、

会員等がついてくるが、

女性だとついてこないから

女性は組織活動の

経験が少ないから

役員の長としての

業務量が多く、

内容も難しいから

指導力のある

女性が少ないから

女性では相手に

軽く見られるから

男性が会長 ・副会長などに

なるのが社会慣行だから

女性自身が責任ある

地位につきたがらないから

女性は家事 ・育児が忙しく、

地域活動に専念できないから

58.6%

62.9% 63.0%

51.6%

38.4%

43.6%

25.2%

31.8%

23.3%

16.5%
17.8%

21.8%

15.6%

19.5%

11.8%

15.3%

(％)
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　１　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり

　重点目標　　⑶　男性にとっての男女共同参画の推進

【現状と課題】

　国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つである国連女性の地位委員会では、男女共同参画

社会の形成に向けて、男性が全面的に関与することが重要であると指摘しています。

　国も、男女共同参画は男性にとっても重要で男女が共に進めていくものであり、男性の子育て

への参画促進や育児・介護休業の取得促進などワーク・ライフ・バランス6の推進を始めとして、

男性にとっての男女共同参画の推進がますます重要になっていると考察しています。

　市民意識調査において「家庭での夫婦の役割分担の理想と現実」を聞いた結果は、理想として

は「夫も妻も共に仕事をし、共に家事等をする」という回答が最も多い一方で、現実は「夫も妻

も共に家事をし、妻が主に家事等をする」の回答が最も多くなっています。実態はまだまだ理想

に及びませんが、男性、女性とも、家事等を共に行う意識が高いことは伺えることから、男性の

意識の持ち方や行動いかんによっては、女性の負担が大きく減少していく可能性が期待できます。

【施策の方向】

　男性の行動変容を促すため、男女共同参画社会の理解を男性に向けて積極的に働きかけます。

　①　男性における男女共同参画の意義の理解促進

　　＜取組例＞

　男性に向けた男女共同参画の啓発のための広報活動【男女共同参画推進センター】など

　②　男性の家事・育児・介護等への参画の促進

　　＜取組例＞

　すくすく赤ちゃんセミナー等の母子保健事業における意識啓発【健康づくり推進課】、施策

の方向に基づく講座の開催、関連情報の周知広報【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであ
る」という考え方に反対、どちらかといえ
ば反対と回答した男性の割合

市民意識調査 52.9％ 65.5％ 70.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　家庭生活における男女の地位の平等感　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

　「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

　夫婦間での家事の役割分担の状況　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

女性

男性

全体

凡例：

無回答わからない女性の方が非常に
優遇されている

どちらかといえば
女性の方が

優遇されている

平等になっているどちらかといえば
男性の方が

優遇されている

男性の方が非常に
優遇されている

3.814.3 0.8 3.89.3

4.95.8 1.6 4.18.5

4.310.1 1.2 4.88.8

19.548.6

29.945.2

24.446.5

(％)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

女性

男性

全体

凡例：

反対 どちらかと
いえば反対

わからない 無回答 どちらかと
いえば賛成

賛成

29.6%40.4% 3.5%9.8% 3.01%13.8%

30.1%35.3% 4.4%9.0% 3.56%17.5%

29.5%37.7% 4.8%9.3% 3.24%15.4%

(％)

(％)0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

凡例：
分担している 分担していない 該当なし・無回答

介護

育児

食後の片付け
食器洗い

食事の支度

洗濯

掃除
56.6%

37.6%

30.9%

24.4%

29.4%

21.3%

48.7%

32.8%

17.4%

20.2%

8.7%

7.7%

39.6%

61.0%

63.0%

74.6%

64.9%

77.0%

45.3%

64.5%

23.8%

33.8%

27.2%

34.5%

3.8%

1.4%

6.0%

1.0%

5.7%

1.7%

6.0%

2.8%

58.9%

46.0%

64.2%

57.8%
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　夫婦の役割分担の理想と現実　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

＜調査等の結果＞

　　○家庭生活における男女の地位の平等感

　　　▼市民意識調査…………24.4％（全体）

　家庭生活で男女が「平等」と感じている人の割合は全体では約４分の１でした。男性の

29.9％に比べて女性は19.5％となり、女性の方が平等感が低くなっています。

　　○「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について

　　　▼市民意識調査（「賛成」及び「どちらかといえば賛成」の割合）…18.7％（全体）

　この考え方については、「賛成」及び「どちらかといえば賛成」の割合が、男性21.1％、

女性16.8％となり、男性の方が性別による固定的役割分担意識2を持つ人の割合が高い傾向

が見られます。

 

夫は主に仕事をし、妻が主に家事等をする 夫も妻も仕事をし、夫が主に家事等をする

妻は主に仕事をし、夫が主に家事等をする 夫も妻も仕事をし、共に家事等をする

夫も妻も仕事をし、妻が主に家事等をする その他

無回答

0 20 40 60 80

女性

男性

全体
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8.0

0.5
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0.8

79.9

1.5

8.8

24.3

1.3

37.1

0.9
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　１　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり

　重点目標　　⑷　子どもへの意識啓発の推進

【現状と課題】

　幼児期から男女共同参画の視点に立った教育を受けることや生活環境に身を置くことは、その

後の人格形成に大きな影響を与えます。当市では全ての市立小・中学校において、担当者を置き、

職員への研修や男女平等教育に基づく授業を行っています。

　しかし、社会にはいまだに「男らしく」「女らしく」という性別による振る舞い方を求める考

えを持つ人もいます。性別による固定的役割分担意識2や無意識の思い込みや偏見（アンコンシャ

ス・バイアス）3の解消は学校での教育だけではなく、あわせて幼児期から体験し経験を積むこ

とも重要であり、その中で、幼稚園教諭や保育士の指導は男女共同参画の実現に大きな影響力を

持つと考えます。

　文部科学省が定める「幼稚園教育要領」には「正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を

重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態

度を養うこと」を規定しています。また、厚生労働省が定める保育所保育指針には「人との関わ

りの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立

及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと」を規定しています。

【施策の方向】

　子どもへの意識啓発に際しては、男女共同参画の考え方が全ての子どもに浸透するよう、子ど

もが健やかに成長し、個性を発揮できる環境づくりに努めます。

　①　保育園、幼稚園及び学校教育の場における男女平等教育の徹底

　＜取組例＞

　乳幼児期からの男女平等の意識啓発と情報提供【保育課】、男女平等教育の推進・授業実践【学

校教育課】など

　②　教育関係者への意識啓発と男女平等教育に関する調査研究の充実

　＜取組例＞

　男女平等教育の推進、男女平等教育推進状況調査の実施【学校教育課】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

 「学校教育の場」で平等と感じる人の割合 市民意識調査 46.7％ 55.1％ 60.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　「男女の地位の平等感」について　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

＜調査等の結果＞

　　○「学校教育の場」で平等と感じる人の割合

　　　▼市民意識調査…………55.1％

　他の分野が10 ～ 20％台と依然として低い割合となる中、「学校教育の場」での平等感は、

最も高い55.1％でした。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

８　社会全体　　　　　　　　　

７　町内会等の地域活動

６　社会通念・習慣・しきたり等

５　法律や制度上　　　　　　　

４　政治　　　　　　　　　　　

３　学校教育　　　　　　　　　

２　職場　　　　　　　　　　　

１　家庭生活　　　　　　　　　

凡例：

(％)

24.410.1 1.246.5 4.3 8.8 4.8

6.913.7 4.941.8 19.4 0.6 12.6

55.11.7 0.59.5 2.3 23.6 7.4

10.931.3 0.138.5 1.2 11.4 6.6

26.410.6 1.332.3 5.1 18.1 6.2

10.521.6 0.050.9 1.9 10.0 5.1

28.411.3 0.535.0 5.1 14.9 4.9

11.413.3 0.955.8 3.0 11.3 4.3

無回答わからない女性の方が非常に
優遇されている

どちらかといえば
女性の方が

優遇されている

平等になっているどちらかといえば
男性の方が

優遇されている

男性の方が非常に
優遇されている
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり

　重点目標　　⑴　労働環境の見直しの推進とワーク・ライフ・バランスの実現

【現状と課題】

　少子高齢化が進み人口減少が深刻な社会問題となっている中にあって、性別にかかわりなく共

に個性と能力を発揮し、あらゆる分野において参画できる、男女共同参画の視点による社会環境

づくりが重要になってきています。

　近年では、行政や企業によるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）6に向けた取組

として、育児休業や介護休業などの休業制度、短時間労働やフレックス制など法制度の面につい

ては整備が進められているものの、市民意識調査では３割以上が「仕事・家庭・地域等をともに

優先する」を理想としながらも現実は「仕事を優先する」という回答が最も多いなど、市民の仕

事への意識や現場の実態としては、従来からある「仕事優先」という労働慣行が根強く残ってい

ると言えます。

　この傾向は男性の方に多く見られることから、家事や育児等への男性の参画促進や、男性社員

が前提の長時間労働を始めとする男性中心型労働慣行の解消など、男女共同参画の視点からも

ワーク・ライフ・バランス6を推進させていくことは、性別にかかわりなく共に働きやすい職場

環境を整えていく上で、とても重要な取組となります。

　次代を担う子どもたちの健やかな育成を図る観点からも、親が子どもと向き合う時間が十分確

保されるよう、育児休業制度などを積極的に活用してもらうための周知・啓発のほか、企業への

出前講座などを通じて企業の主体的な労働環境の見直しが加速していくよう働きかけていく必要

があります。

【施策の方向】

　産業、業種、企業の規模に関わらず、全ての人が自分らしく生活できる社会を目指し、男性中

心型労働慣行の改善や職場におけるあらゆるハラスメントの防止など、労働環境の見直しを促進

します。

　①　ワーク・ライフ・バランス6の浸透

　＜取組例＞

　こころの健康づくり【健康づくり推進課】、市民及び市内事業所へのワーク・ライフ・バラ

ンス6に関する意識啓発【男女共同参画推進センター、産業政策課】、仕事と育児・介護の両立

のための情報提供【産業政策課】　など

　②　男女の均等な待遇の確保など男性中心型労働慣行の改善の更なる推進

　＜取組例＞

　国等が行う取組の啓発、情報提供【産業政策課】、育児・介護休業法による努力事項実施事

業者への総合評点加点制度導入【契約検査課】、家族経営協定締結の啓発、農業者年金加入促

進【農業委員会】　など

　③　職場におけるあらゆるハラスメントの防止の取組

　＜取組例＞

　市民及び市内事業所への職場におけるあらゆるハラスメントの防止に関する意識啓発【男女

共同参画推進センター、産業政策課】　など
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス6）に取り組む事業所の割合

事業所アンケート 81.9％ 86.6％ 90.0％

 「職場」で平等と感じる人の割合 市民意識調査 19.9％ 19.4％ 25.0％

 

　職場における男女の地位の平等感　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

　生活の中での「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の優先度についての理想と現実

　 【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

女性

男性

全体

凡例：

無回答わからない女性の方が非常に
優遇されている

どちらかといえば
女性の方が

優遇されている

平等になっているどちらかといえば
男性の方が

優遇されている

男性の方が非常に
優遇されている

13.7

11.5

16.0 

41.8

46.6

38.3

19.4

18.9

20.3

4.9

5.8

0.3

0.6

1.1

15.8

12.6

9.0

4.3

6.9

7.1

5.0

(％)

「仕事」を優先 「仕事」と「地域・個人の生活」を共に優先

「家庭生活」を優先 「家庭生活」と「地域・個人の生活」を共に優先

「地域・個人の生活」を優先 「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」を共に優先

無回答「仕事」と「家庭生活」を共に優先
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男性

全体

(％)(％) 0 20 40 60

女性

男性

全体

(％)

【理想】 【現実】
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2.2

24.7

3.6

7.8

35.1

10.1

27.2

15.2

3.0

24.5

3.8

5.4

7.0

14.0

36.4

7.1

3.3

24.1

3.6

4.1

4.9

16.4

19.3

22.8

2.8

25.1

4.0

6.8

9.0

10.3

3.8

12.3

3.0

24.4

4.4

7.1

33.4

11.5

1.5

15.5

1.5

25.6

3.0

8.5

36.8

7.5
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　新潟県ハッピー・パートナー登録企業9業種別登録状況　

　 【資料：新潟県ホームページ／男女平等・共同参画推進室】

　今後力を入れていくべき行政の取組　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

　ワーク・ライフ・バランス6に関する取組状況　【資料：令和３年度「事業所アンケート」】

 

新潟県

R4.9.30現在

計1323事業所

上越市

R4.9.30現在

計70事業所

建設
37.9%

製造
15.4%

情報通信4.1%

運輸1.4%

卸・小売り
8.4%

金融・保険
1.9%

飲食・宿泊
1.7%

医療・福祉
8.4%

サービス
12.6%

その他
8.2%

建設
57.2%

製造
12.9%

情報通信1.4%

運輸1.4%

卸・小売り
2.9%

金融・保険
1.4%

飲食・宿泊
1.4%

医療・福祉
7.1%

サービス
8.6%

その他
5.7%

0 10 20 30 40 50 60 70

男女の平等と相互の理解や協力についての学習機会を充実する（参加者が１００人規模の講演会等）

男女の平等と相互の理解や協力についての学習機会を充実する（参加者が少人数のセミナー等）

地域や防災・災害復興等における男女共同参画の促進

女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する

男女の平等と相互の理解や協力について広報・ＰＲする

従来、女性が少なかった分野（研究者等）への女性の進出を支援する

民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進むよう支援する

法律や制度の面で見直しを行う

国・地方公共団体の審議会委員や管理職など、政策決定の場に女性を積極的に登用する

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女共に働き方の見直しを進める

学校教育において男女共同参画社会についての学習を充実する

保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する

育児や介護等でいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する

育児や介護中であっても仕事が続けられるよう支援する

(％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60.9%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56.6%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　 43.9%

　　　　　　　　　　　　　　　　42.7%

　　　　　　　　　　　　　　39.1%

　　　　　　　　　　　 35.2%

　　　　　　　　　　32.9%

　　　　　　　 28.1%

　　　　　　26.8%

　　　　　　26.2%

　　　　22.9%

　　18.8%

15.7%

0 10 20 30 40 50 60 70

特に行っていない

職場等で取組を推進する責任者を決める

管理職以外の社員の意識改革を行う

管理職の意識改革を行う

経営者等がリーダーシップを発揮し、
ワーク・ライフ・バランス6に取り組む

子育て、介護等を行っている社員に対して、
休暇を取りやすくするなどの職場環境の改善

仕事の効率や業務の見直し

ノー残業デーの実施、有給休暇等の取得促進等

(％)

61.0%

54.9%

46.3%

28.0%

24.4%

15.9%

13.4%

13.4%
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜調査等の結果＞

　○職場における男女の地位の平等感

　　▼市民意識調査…………19.4％（全体）

　○職場における男女の差について

　職場における男女の差について、全体の結果と女性の結果では、「職種にかかわらず、お

茶くみなどの雑用は、女性がすることが多い」が最も多くなりました。一方、男性の結果を

見ると、「女性が配属されない職種がある」が最も多くなっており、他の項目についても性

別によって労働環境や役割分担意識が違うという傾向がみられます。

　○今後力を入れていくべき行政の取組

　市民意識調査では、「育児や介護」に関連する３項目が男性女性とも回答の上位を占め、

しかも女性からの回答が多い結果という特徴が見られました。また、「働き方の見直し」や、「政

策決定の場への女性の登用」などを求める回答も30％以上あった一方で、セミナーや講演会

等の「学習機会の充実」については、それぞれ10％台で他の項目と比べて低い結果となりま

した。
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり

　重点目標　　⑵　子育て、介護への支援の充実

【現状と課題】

　最近では男性の家事や育児等への参画が増えてきている傾向が見られ、家事や育児を共同です

ることにより新たな視点や価値観が産まれ、男性自身にとっても生きていく上で多くのメリット

を受けられると考えます。行政や企業の育児休業の取得や短時間労働の実施に向けては、法律や

制度の整備が着実に進められているところですが、育児休業を取得する男性は、実際には少数と

言わざるを得ない状況と言えます。

　市民意識調査での、家庭での夫婦の役割分担についての「理想」と「現実」を聞いた結果では、

男性の６割、女性の約８割が「夫も妻も仕事をし、共に家事等をする」を理想としている一方で、

実践できているのは、男性女性とも約２割程度という状況になっています。また、平日の生活時

間の使い方では、「家事・育児・介護など」を担う時間が男性に比べて女性が３時間も長い結果

となりました。

　性別にかかわりなく自らの意思でライフスタイルを選ぶことができる環境を築いていくために

は、市民意識調査の結果に多く見られた、性別による固定的役割分担意識2や、無意識の思い込

みや偏見（アンコンシャス・バイアス）3を私たちの生活の身近なところから払拭していかなく

てはなりません。

　現在、子育てや介護への支援については、様々な施策を推進していく上で、個々の家庭環境に

寄り添いながら取り組んでいるところですが、社会経済情勢や子育て・介護を取り巻く環境の変

化に伴うニーズの多様化に対応していくためにも、誰もが男女共同参画の視点を持つことはとて

も重要となってきます。

【施策の方向】

　家庭内での役割分担はもとより、企業内での育児・介護に関する制度や行政サービスの充実を

進めます。

　①　男女共同参画の視点に立った子育て支援施策の充実

　＜取組例＞

　子育てセミナー、ファミリーサポートセンター【こども課】、放課後児童クラブ【学校教育課】、

待機児童数ゼロ維持、ニーズに対応するための保育サービス【保育課】、施策の方向に基づく

講座の開催【男女共同参画推進センター】　など

　②　男女共同参画の視点に立った介護支援施策の充実

　＜取組例＞

　施策の方向に基づく講座の開催【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

子育てをしやすいと感じる市民の割合 市の調査 ― 61.3％ 66.2％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　働きやすい環境づくりに必要なこと　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

　市に対して臨む施策　【資料：令和３年度「事業所アンケート」】

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80(％)女性にとって男性にとって
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　　　セクシュアルハラスメント8やパワーハラスメントなどへの対策を講じること

女性が働くことや、男性が家事・育児・介護をすることに対する家族や職場、周囲の理解と協力が深まること

　男性、女性それぞれの男女共同参画意識を高めること

　　　経営者・管理職の男女共同参画意識を高めること

男は仕事、女は家庭といった性別による固定的な役割分担意識を持つ人が減ること
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43.4%

42.1%
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　　　　　　　　20.7%

　　　　　　18.3%
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　子育てをしやすいと感じる市民の割合　【資料：市民の声アンケート】

＜調査等の結果＞

　○働きやすい環境づくりに必要なこと

　　▼市民意識調査

　「男性と女性それぞれにとって働きやすい職場をつくるにはどのようなことが必要か」を聞

いたところ、男性にとっては「女性が働くことや男性が育児等をすることに対する周囲の理解」、

「固定的性別役割分担意識の解消」、「フレックスタイム制など柔軟な働き方」とする回答が多く、

女性にとっては「妊娠や出産による不利益をなくす」、「育児・介護休業制度を取得しやすく復

帰しやすい職場環境」、「結婚、出産、育児、介護のために退職した人の再雇用制度の充実」が

多く挙げられ、子育て・介護と仕事に関係する項目が回答の上位を占める結果となりました。

　○今後力を入れていくべき行政の取組

　　▼事業所アンケート

　「市に対して望む施策」について聞いたところ、「他企業の取組事例の提供」に次いで、「出産・

育児に関する代替社員や福利厚生に関する経済的支援」と「男女共同参画や育児休業取得推進

の啓発」を挙げた回答率が共に30% 台という結果になりました。
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり

　重点目標　　⑶　女性の市内定住、Ｕ・Ｉターンのための環境整備　≪新設≫

【現状と課題】

　当市の人口は、平成12年頃から人口減少の加速が始まり、以降20年間で約１割の減少となって

います。死亡数が出生数を上回る自然減の状態に加えて、転出数が転入数を上回る社会減の状況

が継続していることが主な要因となっています。

　また、20歳代から30歳代の女性人口の減少傾向が継続しており、このことは自然減の要因の一

つとも考えられます。背景には、就学や就労環境の違いから、進学や就職を契機に東京圏や新潟

市域に転出していることが挙げられるほか、市内に戻りたくても希望する働く場が少ないこと、

また男女共同参画の視点からは、性別による固定的役割分担意識2や無意識の思い込みや偏見（ア

ンコンシャス・バイアス）3が地域に根強く残っていることで暮らし難さを感じていることも考

えられます。

【施策の方向】

　全ての人が性別に関係なく働きやすい環境整備に取り組みます。

　①　若者・女性にとって魅力ある働く場の確保に向けた取組

　＜取組例＞

　男女共同参画に関する意識啓発【男女共同参画推進センター】、国等の施策の周知・啓発、

移住就業支援金、就労促進家賃補助金【産業政策課】　など

　②　男女共同参画の視点に立った多様な活動の選択を妨げない環境整備に向けての啓発推進

　＜取組例＞

　男女共同参画に関する意識啓発【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

現在の社会は「女性」にとって働きやす
い環境にあると思う人の割合

市民意識調査 17.0％ 13.7％ 30.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり

　重点目標　　⑷　生涯を通じた女性の心と体の健康支援

【現状と課題】

　性別にかかわらず心と身体及びその健康について、主体的に行動し、正確な知識や情報を得る

ことは、自らの健康を維持していく上で必要なことです。

　女性の心身の状態は、思春期、成熟期、更年期、高齢期など年代によって大きく変化するとい

う特性があり、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（女性の性と生殖に関する健康と権利）10

の視点が特に重要になっていますが、未だにこの考え方への認識が低い状況にあることは否めま

せん。自らの性と生殖については、自らが決定して、その意思が尊重されていくことが、自分ら

しく生きることができる社会づくりに必要であり、男女共同参画社会の実現に向けても大切なこ

とであると言えます。

　近年の社会経済環境の変化に伴い、性別や年代などに関わらず多様な健康上の課題や新たな問

題が生じていますが、それらに対応するためには医療分野に限らず包括的な支援が必要であり、

互いの性差に応じた支援に向けた取組を社会全体で認識し推進していくことが重要です。

【施策の方向】

　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（女性の性と生殖に関する健康と権利）10への正しい理解

と生涯を通じた健康の保持増進のため、各ライフステージに応じた健康教育、健康診査や相談・

指導に取り組みます。

　①　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（女性の性と生殖に関する健康と権利）10の普及啓発

　　＜取組例＞

　女性の性と生殖に関する健康と権利の考え方に沿った講座の開催【男女共同参画推進セン

ター】など

　②　生涯を通じた健康保持への支援及び健康相談の充実

　＜取組例＞

　思春期保健講座等の母子保健事業、がん検診等の保健事業【健康づくり推進課】、小学校体

育及び中学校保健体育における保健分野の学習【学校教育課】、スポーツ・健康増進の機会提

供【スポーツ推進課】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（女
性の性と生殖に関する健康と権利）の考
え方に沿った講座等の参加者の満足度

市の調査 ― 86.6％ 87.5％

子宮頸がん検診の受診率 市の調査
※ H28 
14.8％

5.7％ 現状値より向上

乳がん検診の受診率 市の調査
※ H28 
12.9％

6.6％ 現状値より向上
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（女性の性と生殖に関する健康と権利）10」の認知度・理解度

　 【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

　妊産婦及び悪性新生物による女性の死亡者の状況

　【資料：新潟県「【上越】統計情報（健康福祉環境の現況）」、厚生労働省「人口動態統計」】
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妊産婦死亡率(出産10万について)：厚生労働省「人口動態統計」

子宮＜腫瘍＞：新潟県「【上越】統計情報(健康福祉環境の現況）」

乳房＜腫瘍＞：新潟県「【上越】統計情報(健康福祉環境の現況)」
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　上越市における各種検診の受診率の推移　【資料：健康づくり推進課】

 

＜調査等の結果＞

　○「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（女性の性と生殖に関する健康と権利）10」の

　　認知度・理解度

　　▼市民意識調査…………4.7％

　「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（女性の性と生殖に関する健康と権利）10」は、「言葉

も内容も知っている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計で4.7％となりました。男性

が3.0％、女性で6.3％という結果で、認知度・理解度が非常に低い結果となっています。
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり

　重点目標　　⑸　貧困等生活上の困難に対する支援と多様性の理解への環境整備

【現状と課題】

　厚生労働省の国民生活基礎調査によると、就労環境や社会構造の変化などに伴い、ひとり親世

帯や高齢者、障害のある人などへの貧困等による生活困窮者の増加傾向が続いている現状があり

ます。

　その中でも、女性の貧困はひとり親世帯や非正規雇用による不安定な就労環境など、単身・世

帯を問わずあらゆる年代で生じています。

　市民意識調査の就業状況に関する結果では、同じ勤め人であっても正規社員・職員の従事割合

は、男性が女性を約20ポイント上回る一方で、非正規の社員・職員では女性が男性を約14ポイン

ト上回るなど、女性が男性に比べ経済的に不安定となる傾向が見られ、生活上の困難さがより深

刻化・長期化してしまうことが考えられます。

　このようなことから、親から子、さらには孫世代へと、世代を超えて貧困が連鎖していくこと

のないよう、生活に困窮している人や世帯への的確な支援が求められています。

　また、性的指向・性自認（性同一性）11に関すること、障害があること、外国人であること等

を理由とした社会的困難を抱えている場合には、性別による固定的役割分担意識2、無意識の思

い込みや偏見（アンコンシャス・バイアス）3などを背景に更なる困難を抱えがちですが、多様

な属性の人々の人権を尊重することが結果として女性の複合的な困難のリスクを減らすことにも

つながります。

【施策の方向】

　複合的な課題を抱える生活困窮者の自立や、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図るととも

に、就労の支援に取り組みます。

　①　生活困窮者の自立促進の支援

　＜取組例＞

　生活困窮者の自立支援【福祉課】　など

　②　ひとり親家庭等への支援の充実

　＜取組例＞

　児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成【こども課】　など

　③　多様な属性の人々や多様な価値観への理解の促進

　＜取組例＞

　人権総合計画における「外国人市民の人権保障の実現」や「様々な人権問題への対応」など

の施策の目標に基づき実施する啓発活動の推進【人権・同和対策室等】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

自立相談支援事業登録者のうち、支援が
終了した人の割合

市の調査
※ H28 
70.6％

81.5％ 82.0％

必要な支援や助成が受けられていないと
感じる人の割合

市の調査
※ H28 
12.0％

2.6％ 2.5％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　生活保護の動向　【資料：「上越のふくし」2021年（令和３年）版】

　ひとり親家庭等の医療費助成状況　【資料：「上越のふくし」2021年（令和３年）版】

　性別による就業状況　【資料：令和３年度「市民意識調査」】（全体・男性・女性／各項目）
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜調査等の結果＞

　○性別による就業状況

　　▼市民意識調査

　　・正規社員・職員………………………………男性：41.6％、女性20.6％

　　・アルバイト・パート・派遣・契約社員等…男性：14.5％、女性28.3％

　　・家事従事者……………………………………男性： 0.0％、女性14.8％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　３　女性が活躍できる社会づくり

　重点目標　　⑴　女性の能力発揮への支援

【現状と課題】

　国はこれまで、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法、育児・介護休業法などの法律や制度の

制定や改正などにより、男女が等しく共に参画していくための社会環境の整備を進めてきまし

た。しかし、企業においては、ワーク・ライフ・バランス6の推進などのように職場の環境整備

に取り組んでいるものの、現状においては男性中心型労働慣行や性別による固定的役割分担意識
2、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）3などに基づく社会通念や習慣、しきたり等

が妨げとなり、女性の参画拡大の進捗が遅れている状況にあります。

　急速な少子高齢化や人口減少が進むなど社会経済情勢の変化にあって持続可能な社会の実現の

ためには、あらゆる分野において政策・方針決定過程に男女が共に参画する中で、特に女性の活

躍が広がっていくことが重要です。

　育児や介護を担う状況になった場合でも、希望する就労形態で働くことができる環境の整備が

必要であり、やむを得ず離職した後、再就職を希望する場合においても、経験不足を補うための

専門性の高い能力を備える学習機会や情報の提供を行い、その能力が発揮できる社会を目指して

いく必要があります。

　また、職業分野だけでなく、地域社会や市民活動の場なども含め、幅広い分野で女性の能力が

発揮できるよう支援していくことも重要です。

【施策の方向】

　職場、町内会、地域活動などにおける問題解決や活性化のためには女性の参画と女性ならでは

の視点が不可欠であることから、女性の能力の発揮を支援します。

　①　女性の人材育成に向けた各種講座の開催

　＜取組例＞

　ワーク・ライフ・バランス6の推進を図るためのセミナー開催、国等の取組の情報提供、相談

窓口の開設【産業振興課】、施策の方向に基づく講座の開催【男女共同参画推進センター】など

　②　女性の再就職への支援

　＜取組例＞

　女性の再就職セミナーの開催【産業政策課】、各種研修会等の情報提供【男女共同参画推進

センター】など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

女性の能力を活かす取組を行っている事
業所の割合

事業所アンケート 69.8％ 64.7％ 70.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　女性が仕事を辞めた理由又は中断した理由　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

　女性の就業状況　【資料：令和３年度「市民意識調査」】
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　女性の能力を活かす取組　【資料：令和３年度「事業所アンケート」】

 

＜調査等の結果＞

　○女性の能力を活かす取組

　事業所アンケートでは、「男女を問わず新たな職域を目指す者に対する知識、資格の取得の

ための支援」について「実施している」との回答が、正規社員で72.0％、正規職員以外では

57.4％となりました。また、「女性の管理職登用の推進」について、実施又は今後実施予定と

する回答が合わせて78.0％となった一方、22.0％の事業者が実施見込みなしと回答しています。

また、市民意識調査で「離職・転職等の経験とその理由」を聞いたところ、女性の81.5％が離職・

転職等を経験しており、その主な理由として「出産・育児」と「結婚」を挙げた女性が全体の

約半数近くを占める結果となりました。
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　３　女性が活躍できる社会づくり

　重点目標　　⑵　企業、団体、学校、地域等における方針決定の場への女性の参画推進

【現状と課題】

　厚生労働省が発表した「令和3年度雇用均等基本調査」によると、係長相当職以上の役職に女

性が就いている企業の割合は20％前後で停滞しており、政府が定めた「2020年までに指導的地位

に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標」に対していまだ低い状況にあります。

　市内の女性の管理職への登用状況について市内事業所を対象にアンケートを実施した結果、管

理職に女性を登用している事業所の割合は徐々に上昇してきているものの、管理職に占める女性

の割合は10％に達していない結果となっています。また、女性の登用に支障となることとして、

「家事、育児、介護など、女性に時間外労働や、深夜労働をさせにくいこと」と「女性自身が昇

進・昇格を望まないこと」という回答が、それぞれ約40％と高い結果となっています。

　一方、市民意識調査では、「ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性が就くことの妨

げとなっている主な原因」を聞いたところ、「女性は家事・育児が忙しく、地域活動に専念でき

ないから」と「女性自身が責任ある地位に就きたがらない」がそれぞれ50％以上で上位を占めた

ほか、「男性が会長・副会長などになるのが社会慣行だから」も40％を占めるなど、性別により

役割分担を固定する意識が根強く残っていることが伺えます。

　将来にわたり持続可能で多様性に富んだ活力ある社会を構築するためには、職場だけではなく、

町内会やＮＰＯなどの地域・市民活動など、いずれかの性に偏ることなく意見などが聴けるよう、

平等に役割を担える体制を整えていく必要があります。

【施策の方向】

　女性の参画をあらゆる分野において進めることにより、多様な意見が公平・公正かつ的確に反

映される社会を目指します。

　①　女性人材の情報収集、整備、提供

　＜取組例＞

　農業経営に対する女性参画の推進【農政課】、女性人材バンク【男女共同参画推進センター】

など

　②　女性の参画情報の調査、公表

　＜取組例＞

　次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく第2次上越市特定事業主行動計画の

実施【人事課】など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

管理職に女性を登用している民間企業の
割合

事業所アンケート 46.8％ 47.0％ 50.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　市内事業所における管理職への女性の登用状況　【資料：令和３年度「事業所アンケート」】

 

　ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性が就くことの妨げとなっている主な原因

　【資料：令和3年度「市民意識調査」】
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　女性人材の活用に当たり、支障になると思われること　【資料：令和３年度「事業所アンケ―ト」】

 

　性別による就業状況　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

＜調査等の結果＞

　○市内事業所における管理職への女性の登用割合

　事業所アンケートでは、従業員が10人以上の事業所で49.4％が登用しているとの回答でした。

また、「女性の管理職登用の推進」について実施又は今後実施予定との回答が合わせて78.0% と

なった一方、20％以上の事業所では実施見込みなしとの回答でした。

　また、市民意識調査において就業状況について聞いたところ、「管理職の正規社員・職員」

では男性の方が女性よりも約10ポイント高い結果となりました。
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　３　女性が活躍できる社会づくり

　重点目標　　⑶　市の施策・方針決定過程への女性の参画拡大

【現状と課題】

　市民意識調査を始め、国や県の調査等の結果からは、依然として性別による固定的役割分担

意識2や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）3が根強く残っている傾向が伺え、あら

ゆる場面において性別にかかわりなく平等に参画できる機会を確保していく上での大きな妨げと

なっています。多様な意見や発想、価値観などを取り入れることができる参画の機会を確保する

ことは、男女共同参画の推進とともに、暮らしやすいまちづくりに関してもとても大切なことで

す。

　市では、市の施策・方針決定過程への女性の参画を積極的に進めることとし、平成14年３月に

制定した「上越市男女共同参画基本条例」では、市におけるクオータ制12の実施に当たり、審議

会等の委員が男女同数となるよう配慮しなければならないとしています。しかしながら、近年は

女性登用率の低い傾向が続いており、改めて審議会等の委員選任に当たっては、男女同数を基本

とする考え方を庁内で認識するとともに、女性登用率の向上に資する具体的な取組を進めていく

ことが必要です。

　また、同条例では、女性職員の職域の拡大及び積極的な登用を図るとともに、性別にかかわり

なく均等に研修を受けることができるよう配慮することとしています。

　市の施策・方針決定の場に多くの女性が参画し、男女共同参画の視点や発想が活かされること

は、市民ニーズを反映した市政運営やバランスの取れた質の高い行政サービスの実現にもつなが

るものとなります。

【施策の方向】

　各種審議会等の委員が男女同数となるよう配慮しながら、意識啓発を通じて公募委員への女性

の応募を促すなど、女性登用率の向上に努めます。

　①　市の各種審議会等へのクオータ制12の活用による女性の参画推進

　＜取組例＞

　女性人材バンク、審議会等における女性登用率の向上【男女共同参画推進センター】、保育

園やファミリーヘルプ保育園での一時預かり保育【保育課】　など

　②　女性職員の積極的な登用

　＜取組例＞

　職員を管理職の候補者とするための計画的な育成、女性職員の積極登用【人事課】、学校へ

の管理職選考検査受検働きかけ【学校教育課】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

市の審議会等の女性登用率 市の調査
※H28 
28.7％

27.5％ 30.0％

女性委員を含む審議会等の設置率 市の調査
※H28 
93.0％

92.7％ 95.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　市の審議会等委員の女性登用率の推移　【資料：男女共同参画推進センター】

　女性の進出を望む職業や役職　【資料：令和３年度「市民意識調査」】
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　男女共同参画社会を実現するために行政が力を入れていくべきこと　

　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

＜調査等の結果＞

　○女性の進出を望む職業や役職

　市民意識調査では男性女性とも、「国会議員、都道府県議会議員、市区町村議会議員」、「都

道府県、市区町村の首長」といった政治の分野への女性の進出を望む回答が上位となり、次い

で「医師」、「企業の管理職」、「国家公務員、地方公務員の管理職」などが続く結果となりました。

　○男女共同参画社会の実現のために今後力を入れていくべき行政の取組

　市民意識調査では、子育てや介護に関連する3項目が男性女性とも約半数を占め、特に女性

からの回答が多い結果となりました。また、「働き方の見直し」や、「政策決定の場への女性の

登用」などを求める回答も30％以上あった一方で、セミナーや講演会等の「学習機会の充実」

については、それぞれ10％台で他の項目と比べて低い結果となりました。
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男女の平等と相互の理解や協力について広報・ＰＲする

従来、女性が少なかった分野（研究者等）への女性の進出を支援する

民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進むよう支援する

法律や制度の面で見直しを行う

国・地方公共団体の審議会委員や管理職など、政策決定の場に女性を積極的に登用する

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女共に働き方の見直しを進める

学校教育において男女共同参画社会についての学習を充実する

保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する

育児や介護等でいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する

育児や介護中であっても仕事が続けられるよう支援する

(％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60.9%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56.6%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　 43.9%

　　　　　　　　　　　　　　　　42.7%

　　　　　　　　　　　　　　39.1%

　　　　　　　　　　　 35.2%

　　　　　　　　　　32.9%

　　　　　　　 28.1%

　　　　　　26.8%

　　　　　　26.2%

　　　　22.9%

　　18.8%

15.7%
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　４　推進体制の整備

　重点目標　　⑴　男女共同参画推進センターの充実

【現状と課題】

　男女共同参画推進センターは、その名称のとおり上越市の男女共同参画を推進するための拠点

施設として設置されており、男女共同参画について周知・啓発を図るための講座やセミナーの開

催、関連図書の貸出し、悩みを抱える市民を対象にした女性相談事業などを行っています。

　また、男女共同参画の実現に寄与する活動を行っている市民団体を協力団体としてセンターに

登録し、各種講座等の開催案内や様々な情報の提供を行うほか、センターで開催する講座の企

画・運営の委託や、センターが発行する情報紙の作成過程での協議など、市民意見を反映した事

業展開となるよう連携を図っています。

　さらに、地域などの身近な場面における市民への普及・啓発活動の一環として、男女共同参画

サポーター13制度により、各種の講座等への参加を促す働きかけを通して、男女共同参画の一層

の推進と広い範囲への意識啓発の浸透に向けた取組を進めています。

　このような事業展開を継続して行っていますが、市民意識調査の結果では、市民が男女共同参

画推進センターを知っている割合は12.4％と低く、設置から20年以上経過しても広く認知されて

いるとは言えない現状となっています。

【施策の方向】

　センターが一層活用されるよう、市民や活動団体が利活用しやすい環境づくりに努めるととも

に、活動団体等との連携を強化します。

　①　男女共同参画に関する情報発信の強化

　＜取組例＞

　男女共同参画の取組の公表、情報紙の発行、男女共同参画関係図書購入【男女共同参画推進

センター】　など

　②　市民や活動団体への支援

　＜取組例＞

　活動団体への支援、登録団体等との連携【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

センター講座参加者の満足度（満足、お
おむね満足の合計）

市の調査 76.0％ 87.4％ 90.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　上越市男女共同参画推進センターの認知度

　　　【資料：令和３年度「市民意識調査、事業所アンケート」】

　センター講座参加者の満足度　【資料：男女共同参画推進センター】

 

＜調査等の結果＞

　○男女共同参画推進センターの認知度・理解度

　　▼市民意識調査…………12.4％

　　▼事業所アンケート……43.3％

　　※「言葉も内容も知っている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

事業所

女性

男性

全体

凡例：

7.15.3 48.130.1 9.5

7.76.0 50.426.3 9.6

6.84.8 46.634.1 7.8

37.36.0 18.138.6

0.0

(％)

言葉も内容も
知っている

言葉と一部の内容を
知っている

無回答 言葉のみ
知っている

言葉も内容も
知らない

令和4年度
実施分

満足した
57.0%概ね満足した

30.4%

満足しなかった 0.0%

あまり満足しなかった 1.9%

ふつう 4.4%

無回答
6.3%
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

＜基 本 目 標＞　４　推進体制の整備

　重点目標　　⑵　男女共同参画社会を目指す全庁的な取組の推進

【現状と課題】

　行政の業務は市民生活のあらゆる分野に直結していることから、多岐にわたる行政の部署が男

女共同参画の考えを意識して業務を遂行することにより、市民生活のあらゆる分野に波及するこ

とも可能となります。また、民間企業のモデルとなるよう、率先して男女共同参画社会の実現に

向けた取組を推進していくことも行政の大きな役割と言えます。

　全庁の各課等を対象とする、男女共同参画の考え方基づいた施策の推進として、行政からの情

報発信時におけるジェンダー1視点からのチェックを実践している課等は80％を超えていますが、

引き続き広報やホームページ等のメディアの発信や各種文書の作成はもとより、職員一人一人が

男女共同参画について正しい認識を持ち、業務の中で実践していくことが求められています。

【施策の方向】

　あらゆる役職、職種向けの研修会を充実させ、通達や情報提供を通じ職員一人一人の意識啓発

を進めることで、男女共同参画の考え方を意識し、業務の中で実践できるよう努めます。

　①　市職員への研修会の実施

　＜取組例＞

　セクシュアル・ハラスメント8防止対策の周知【人事課】、情報発信時におけるジェンダー 1

視点でのチェックの実践についての意識付け（広報主任向け資料に明記）【広報対話課】、保育

士及び幼稚園教諭、職員の研修会【男女共同参画推進センター】　など

　②　男女共同参画の考え方に基づいた施策の推進

　＜取組例＞

　旧姓使用の認証、特定事業主行動計画、子育て・介護のための休暇取得推進【人事課】、男

女共同参画に係る市民の意識調査、情報発信時におけるジェンダー 1視点でのチェック【男女

共同参画推進センター】、男女の視点に配慮した避難所運営、女性等のニーズに対応した災害

時備蓄品の確保【危機管理課】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

行政からの情報発信時におけるジェン
ダー1視点からのチェック

市の調査 ― 88.6％ 90.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　情報発信時におけるジェンダー 1視点からのチェック　【資料：男女共同参画推進センター】

＜調査等の結果＞

　○全庁を対象とする男女共同参画の考え方基づいた施策の推進

　　▼行政からの情報発信時におけるジェンダー1視点からのチェック……88.6％

　ジェンダー 1視点からのチェックの実践状況について、「実践している」が88.6％、「ほぼ実

践できている」が2.9％という結果となりました。

0 20 40 60 80 100

該当なし

実施できなかった

ほぼ実施できた

実施できた

(％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 88.6%

　 2.9%

0.0%

　　　　8.5%
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援

＜基 本 目 標＞　１　暴力を許さない社会づくり

　重点目標　　⑴　暴力根絶に向けた人権教育の推進及び啓発

【現状と課題】

　ＤＶ（配偶者等からの暴力）7、セクシュアル・ハラスメント8、ストーカー、痴漢行為などは、

決して許される行為ではなく、いかなる理由があろうとも認めることはできません。男女間にお

いて、一方を暴力で支配することは重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上

で根絶に向けて強力に取り組むべき課題です。

　また、近年、交際相手間の暴力、いわゆる「デートＤＶ7」を始め、若年女性への性犯罪・性

暴力も問題視されています。令和３年度の内閣府調査によると、20代から30代の女性は交際相

手からの暴力を受けた経験があるとの回答が25%を超え、他の年代よりも高い結果となりました。

これは女性だけにとどまらず男性にも同じことが言え、20代と30代の男性は、女性より低いもの

の、暴力を受けたことのある人の割合が他の年代よりも高い結果となっています。これらのこと

から、若年層にも男女間の暴力などに関する正しい認識の理解と意識啓発を促す必要があります。

　あらゆる暴力の根絶に向けて共に人権が尊重され、安心して生活できる社会づくりが今後ます

ます重要となっています。

【施策の方向】

　男女間において、一方を暴力で支配することは重大な人権侵害であることから、男女間の暴力

に関する正しい認識の理解と意識啓発を促します。

　①　配偶者等からのあらゆる暴力の根絶と防止に向けた啓発

　＜取組例＞

　　配偶者等からのあらゆる暴力の根絶を目指した相談・支援【男女共同参画推進センター】　

　など

　②　セクシュアル・ハラスメント8等の防止に向けた啓発

　＜取組例＞

　　セクシュアル・ハラスメント8等の防止に向けた啓発【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

家庭内での夫から妻への暴力は女性の人
権が尊重されていないと感じる人の割合

市民意識調査 55.8％ 60.2％ 70.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　夫婦間の暴力の有無　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

　交際相手からの被害経験の有無

　【資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和２年度）】

(％)0 20 40 60 80 100

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

凡例

身体に対する
暴行を受けた

精神的な嫌がらせや
恐怖を感じるような
脅迫を受けた

経済的な
圧迫を受けた

性的な行為を
強要された

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答

81.4 11.8
0.5

76.9 7.04.8

77.8 14.5
1.4

69.9 8.08.0

78.1 14.8
0.3

77.4 8.36.3

82.7 14.8
0.5

75.2

6.3

11.3

6.3

14.0

6.8

8.0

1.9

12.0 8.84.0

(％)0 20 40 60 80 100

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

凡例

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

あった 無回答 ない

86.56.17.4

91.65.13.3

86.41.611.9

91.53.05.5

80.31.518.1

90.60.49.0

71.20.927.8

82.70.616.7

73.00.726.3

87.90.012.1
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　女性の人権が尊重されていないと感じること　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

＜調査等の結果＞

　○家庭内での夫から妻への暴力は女性の人権が尊重されていないと感じる人の割合

　　▼市民意識調査…………60.2％（男性：54.2％、女性：66.7％）

　「女性の人権が尊重されていないと感じること」としては、このほか「職場におけるセクシュ

アル・ハラスメント8」、「女性に対する痴漢行為やストーカー」が男性女性とも上位を占める

結果となりました。

0 10 20 30 40 50 60 70

女性の容ぼうを競うミス・コンテスト

女性のヌード写真などを掲載した雑誌など

固有名詞で呼ばれず、女性にだけ用いられる言葉（例…「○○さんの奥さん」など）

女性の体の一部や媚びたポーズ・視線を内容に関係なく使用した広告など

女性の働く風俗営業

売春・買春

女性に対する痴漢行為やストーカー（つきまとい行為）

職場におけるセクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）8

家庭内での夫から妻への暴力（心や身体を傷つける暴言や暴力）

(％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60.2%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58.7%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.4%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38.2%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31.5%

　　　　　　　　　　　　23.3%

　　　　　　　　　　　　22.9%

　　　　　　　　　　　21.8%

　　14.4%
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援

＜基 本 目 標＞　１　暴力を許さない社会づくり

　重点目標　　⑵　相談窓口の充実

【現状と課題】

　配偶者や交際相手からの暴力に関する相談内容においては、被害者の安全を第一に考えて緊急

の保護や自立の支援など、迅速に対応する必要があります。

　また、相談内容は配偶者や交際相手からの暴力のみならず、結婚・離婚・養育などの家庭内や

就労・借金などの経済的な問題など多岐にわたり、さらに複数の問題を抱えている場合も多く、

相談員には相談者の意向に沿った適切な助言をすることはもちろんのこと、関係機関との連携に

よる調整や支援先への仲介など、専門的な知識と迅速かつ適切な判断が求められています。

　女性の悩みを相談する機関や窓口などについて市民意識調査では、男性女性ともに新潟県警察

本部の「女性被害110番」の認知度が最も高かった一方、市の女性相談窓口の認知度は10％台と

いう低い結果になりました。

　相談窓口の存在を知らずに悩みを抱え込んでいる人が潜在していることが考えられること、ま

た近年相談経路として警察相談や福祉事務所などを通じた相談も多いことから、市役所内の関係

課等との連携や定期的な情報交換に加え、県や警察などの関係機関との情報交換・連携を通じて、

気軽に利用できる相談窓口としての周知の強化と相談者へのスムーズな支援につなげていく体制

づくりが重要です。

【施策の方向】

　女性相談窓口の周知強化に努めるとともに、庁内の関係課等や関係機関との連携強化と、相談

に携わる職員のスキルアップを図ります。

　①　女性相談事業の充実

　＜取組例＞

　女性に対するあらゆる暴力の根絶を目指した相談・支援、女性相談窓口の周知【男女共同参

画推進センター】　など

　②　その他相談機関との連携

　＜取組例＞

　女性に対するあらゆる暴力根絶を目指した相談・支援【男女共同参画推進センター】、介護

者と被介護者の暴力根絶を目指した相談・支援【高齢者支援課】、女性を始めとする健康相談

窓口の充実【健康づくり推進課、すこやかなくらし包括支援センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

市の女性相談窓口の認知度 市民意識調査 16.4％ 13.1％ 20.0％
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　女性が抱えている悩みの相談窓口の認知度　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

（「男性」・「女性」の各項目の回答率）

　女性相談における相談受付状況（実相談者数、延べ相談件数）　

【資料：男女共同参画推進センター】

　女性相談における相談受付状況（実相談者数、回数）　【資料：男女共同参画推進センター】
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その他の機関

ＤＶ7相談ナビ＋(プラス)

性犯罪被害相談電話に係る全国共通電話番号 ＃8103

ＤＶ7相談ナビ ＃8008

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター ＃8891

総合労働相談コーナー（新潟労働局）

男女平等推進相談室（新潟県）

女性相談（市男女共同参画推進センター）

マザーズコーナー（ハローワーク上越）

女性の人権ホットライン（法務局）

配偶者暴力相談支援センター（県女性福祉相談所）

市民相談室（市）

ＤＶ7・児童虐待相談フリーダイヤル（県中央福祉相談センター）

いのちとこころの支援センター（上越保健所）
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　女性相談における主な相談経路の年度別推移　【資料：男女共同参画推進センター】

＜調査等の結果＞

　○市の女性相談窓口の認知度

　　▼市民意識調査…………13.1％（男性10.1％、女性16.0％）

　「女性の悩みを相談する機関や窓口など」について聞いたところ、「女性被害110番」が最も

多く、次いで「いのちとこころの支援センター」、「ＤＶ7・児童虐待相談フリーダイヤル」が

上位を占めた一方、「女性相談」は10％台という低い結果となりました。
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援

＜基 本 目 標＞　２　被害者等への支援

　重点目標　　⑴　発見通報体制の整備・被害者の安全な保護

【現状と課題】

　配偶者からの暴力の多くは家庭内で発生していて、加えて被害者は、加害者からの報復を恐れ

たり世間体を気にすることで他人へ救済を求めることを躊躇する傾向があるため、外部から発見

することは困難な状況にあります。

　ＤＶ7防止法では、配偶者からの暴力を受けている者を発見した場合は、その旨を配偶者暴力

相談支援センター又は警察官に通報するように努めなければならず、医師その他医療関係者につ

いては、通報することができると規定されています。このような中、内閣府の調査によれば、全

国の配偶者暴力相談支援センターへ寄せられた配偶者からの暴力の相談件数は、継続して増加し

ている傾向にあります。

　また、配偶者から暴力を受けた被害者は、身体的、精神的な傷を負っていることが多く、身の

安全確保を最優先に行う必要があります。相談中や保護施設への移送途中など、加害者からの追

いかけが懸念される場合は、絶えず相談員も注意を払わなければなりません。

　さらに、個人情報保護の面では被害者に関する情報管理も細心の注意を払う必要があります。

住民票や子どもの学校から滞在地が判明しないように、個人情報を扱う部署も徹底した情報の管

理及び連絡体制の構築が求められます。

【施策の方向】

　被害者の安全確保のためには、関係機関や周囲の人からの情報も大切であり、啓発の際には通

報の趣旨や重要性について周知に努めます。

　①　制度や体制、法律の認知のための周知活動の推進

　＜取組例＞

　ＤＶ7に関する制度や法律の周知【男女共同参画推進センター】　など

　②　被害者への安全確保のための情報提供

　＜取組例＞

　女性相談事業（売春防止法、ＤＶ7防止法に基づき相談員を設置）、ＤＶ7被害者の緊急一時保

護の支援【男女共同参画推進センター】、女性を始め市民を対象とした相談窓口の充実【市民

相談センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

女性が抱えている悩みの相談窓口のうち
認知度30％以上の相談機関

市民意識調査 1か所 2か所 3か所
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　配偶者暴力相談支援センターの相談件数　【資料：内閣府調べ】

 

　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ7防止法）の認知度　

【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

　ＤＶ…ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー等からの暴力）7の認知度

【資料：令和３年度「市民意識調査」】
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　女性が抱えている悩みの相談窓口の認知度　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

＜調査等の結果＞

　○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）の認知度

　　▼市民意識調査…………36.3％（男性37.3％、女性36.1％）

　「ＤＶ7防止法」は「言葉も内容も知っている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計で

36.3％となった一方、「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）7」については83.9％となり、「Ｄ

Ｖ7防止法」はよく知らなくても「ＤＶ7」は知っているという傾向が見られました。
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

＜施策の分野＞　Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援

＜基 本 目 標＞　２　被害者等への支援

　重点目標　　⑵　自立への支援

【現状と課題】

　一般的に女性は男性と比べ経済的に不利な状況にあることが多く、配偶者からの暴力による被

害者への対応においては、生活再建のための支援が不可欠となります。

　被害者には心のケアを始め、住居の確保、自立のための安定した収入の確保など様々な支援が

必要です。状況に応じた支援を有効に活用することも自立への手段となります。

　また、被害者への支援と同時に、子や親、兄弟姉妹などの親族に対する支援も必要となる場合

もあります。特に子どもは家庭環境の変化や学校の転校等、生活環境が大きく変わることにより

精神的に不安定になることも考えられ、個々のケースに応じた柔軟な対応も大切です。

【施策の方向】

　相談者に必要な支援に関する情報を的確に収集し、提供します。

　①　生活再建への支援

　＜取組例＞

　　女性相談事業【男女共同参画推進センター】　など

　②　同伴者への支援

　＜取組例＞

　　女性相談事業【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査区分 前回値（H29） 現状値（R4） 目標値（R9）

女性相談を原因とする苦情件数 市の調査 なし なし なし

　配偶者からの暴力に関する市女性相談への相談件数の推移

　【資料：男女共同参画推進センター】
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第２章　基本目標、重点目標、施策の方向

　女性の就業状況　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

 

　性別による就業状況　【資料：令和３年度「市民意識調査」】

＜調査等の結果＞

　○性別による就業状況

　　▼市民意識調査

　　・アルバイト・パート・派遣・契約社員等…男性：14.5％、女性：28.3％

　　・家事従事者……………………………………男性：　 0％、女性：14.8％

　性別によって就業状況に差があり、主に女性の方が経済的に不安定であるという傾向が見ら

れます。
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